
お
い
て
、
こ
う
し
た
観
黙
を
克
服
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
園

史
研
究
の
徳
鰻
の
中
で
、
金
史
研
究
は
比
較
的
手
薄
で
あ
る
。
わ
が
園
に
お
い

て
は
、
戦
前
、
金
史
の
研
究
が
め
ざ
ま
し
く
展
開
し
、
多
く
の
重
要
な
業
績
が

象
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
研
究
蓄
積
の
乏
し
い
分
野
が
意
外
に
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
章
宗
朝
以
降
の
研
究
が
不
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は

中
園
化
H
民
族
的
主
腫
性
の
喪
失
の
あ
ら
わ
れ
と
す
る
負
の
許
債
か
ら
す
る

と
、
中
園
化
が
き
わ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
章
宗
朝
以
降
は
、

女
員
史
の
附
録
と
な

っ
て
し
ま
い
、
魅
力
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
一

因
で
あ
り
、
ま
た
、
チ
ン
ギ

ス
汗
の
金
園
侵
入
以
降
は
、
歴
史
展
開
の
上
で
、
主
役
は
モ
ン
ゴ
ル
に
な
り
、

金
朝
は
脇
役
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
原
因
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
女
真
史
自
鐙
の
展
開
の
中
で
、
章
宗

朝
以
降
、
金
朝
滅
亡
ま
で
を
描
き
き
る
姿
勢
が
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
著
者
が
正
統
論
を
通
し
て
、
章
宗
朝
・
宣
宗
朝
の
宮
廷
事
情
・
政
治

情
況
を
呈
示
し
た
こ
と
は
意
義
が
深
い
。

こ
れ
を
機
舎
に
、
金
朝
後
期
の
研
究
が
興
隆
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

評
者
の
力
不
足
で
謀
議
・
誤
解
が
あ
る
こ
と
と
思
う
。
著
者
な
ら
び
に
讃
者

の
御
海
容
を
乞
う
。

C
D
F〈
伶
『
帥
戸
同
可
。
『
〈
〈
釦
臼

rF口
町
内
O
口
問
》
『
O
M
W
M
r
H申
∞
品

N
酌
吋
同》
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本
書
は
安
部
健
夫
、
宮
崎
市
定
氏
を
中
心
と
し
て
京
都
大
患
で
昭
和
二
四
年

に
開
始
さ
れ
、
以
後
三

O
徐
年
に
わ
た
っ
て
縫
掛
相
さ
れ
た
『
薙
正
珠
批
稔
旨
』

〈
以
下
で
『
稔
旨
』
と
略
稽
す
る
)
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
『
東
洋
史
研
究
』

一
五
巻
四
競
(
昭
和
三
二
年
)
、
一
ム
ハ
巻
四
貌
(
同
三
三
年
)
、
一
八
巻
三
鋭

(
「
安
部
博
士
追
悼
貌
」
、
同
三
五
年
)
、

二
こ
を
三
貌
〈
同
三
八
年
)
の
各
貌

に
四
回
に
わ
た
り
、
「
特
集
潅
正
時
代
史
研
究
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た
論
文
を

復
刻
す
る
と
共
に
、
宮
崎
、
佐
伯
氏
の
解
説
、
安
部
氏
の
研
究
計
輩
、
『
論

旨
』
の
上
疏
者
一
覧
、
本
文
索
引
な
ど
を
新
た
に
附
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

始
め
に
、
本
書
の
構
成
と
原
載
巻
放
を
示
し
て
お
く
。

は
し
が
き

薙
正
珠
批
議
旨
解
題

明
清
時
代
の
民
妊
に
つ
い
て

薙
正
時
代
に
お
け
る
公
費
の
一
考
察

薙
正
二
年
の
罷
考
事
件
と
回
文
鏡

米
穀
需
給
の
研
究

東
洋
史
研
究
曾
編

『
薙
正
時
代
の
研
究
』

*ill 

1 2 3 4 5 

(
以
上
、

6 

清
代
の
膏
吏
と
幕
友

燥
照
権
批
正
時
代
に
お
け
る
日
清
貿
易

直
省
数
皐
の
制
を
通
じ
て
翻
た
る
薙
正
治
下
の
文
教
政
策

7 8 

谷

良

夫
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佐

伯

富

宮
崎
市
定

佐

伯

富

岩
見

宏

荒
木
敏
一

安
部
健
夫

一
五
巻
四
貌
)

宮
崎
市
定

佐
伯

富

荒
木
敏

一
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10 9 

府
担
正
喬
と
大
義
血
児
迷
録

粍
羨
提
解
の
研
究

24 23 22 21 20 19 

小
野
川
秀
美

安
部
健
夫

(
以
上
、

一
六
巻
四
挽
)

宮
崎
市
定

荒
木
敏

一

塚
本
俊
孝

岩

見

宏

狩
野
直
積

小
野
和
子

寺
田
隆
信

佐

伯

富

(
以
上
、
一
八
単
位
三
鋭
)

難

正

需

に

よ

る

俸

工

銀

拘

摘

の

停

止

に

つ

い

て

宮

崎

市

定

清
代

に

お

け

る

奏

鈎

制

度

佐

伯

富

雄

正

治

下

に

於

け

る

考

差

法

の

成

立

荒

木

敏

一

茶

馬

貿

易

の

終

末

狩

野

直

禎

槻

風

盤

俗

使

孜

横

山

俗

男

益

旅

銀

制

度

の

創

設

に

つ

い

て

岩

見

宏(
以
上
、
二
二
巻
三
披
)

'W
山
崎
市
定

宮
崎
市
定

18 17 16 15 14 13 12 11 

山
畑
正
時
代
地
方
政
治
の
寅
欣

確
正
時
代
に
於
け
る
皐
臣
制
の
改
革

雛
正
帯
一
の
儒
例
道
三
敬

一
億
観

務
正
年
聞
の
民
欠
に
つ
い
て

仲
家
苗
の
卒
定
を
め
ぐ
っ
て

消
初
の
思
惣
統
制
を
め
ぐ
っ
て

難
正
脅
の
時
間
民
開
放
令
に
つ
い
て

消
代
薙
正
朝
に
お
け
る
通
貨
問
題

難
正
時
代
の
研
究
解
説

人
文
科
撃
研
究
所
薙
正
佐
川
批
論
旨
索
引
縁
起

宗
引
従
事
者
氏
名

安
部
健
夫
清
雄
正
靭
史
研
究
計
費
表

務
正
珠
批
論
旨
上
疏
者
名
索
引

猿
引

(
以
下
で
各
治
文
は
筆
者
名
と
略
論
題
で
示
す
)

明
清
時
代
の
研
究
者
な
ら
ば
、

京
都
大
皐
で
行
な
わ
れ
て
い
た

『
稔
旨
』
研

究
班
の
活
動
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
折
り
に
耳
に
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
経
過
を
宮
崎

「
解
説
」
と
佐
伯
「
は
し
が
き
」

に
よ
り
略
述
す

る。

安
部
、
宮
崎
氏
が
中
心
と
な
り
、
昭
和
二
四
年
四
月
に
京
都
大
祭
人
文
科

皐
研
究
所
で
、
同
大
祭
東
洋
史
研
究
室
な
と
の
人
々
二

O
名
程
で
開
始
さ
れ
た

『
識
旨
』
の
諮
讃
は
、
間
四
五
年
の
率
園
紛
争
中
に
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
文
聞
宇
都
内
で
の
研
究
縫
績
と
共
に
、

『
稔
旨
』
索
引
カ

l
ド
の
作
成

は
同
五
八
年
ま
で
縫
節
制
さ
れ
、
こ
の
閥
、
問
三
四
年
に
安
部
氏
が
逝
去
さ
れ
た

後
は
宮
崎
氏
に
よ
っ
て
、
更
に
そ
の
後
は
小
野
川
氏
、
佐
伯
氏
の
手
に
よ

っ
て

研
究
が
推
進
、
出
岨
捕
相
さ
れ
た
。

「
索
引
従
事
者
氏
名
」
に
よ
る
研
究
班
の
参
加
者
は
、
安
部
、
宮
崎
氏
を
始

め
と
す
る
京
都
大
接
関
係
者
以
外
に
、
様
々
な
機
曾
に
人
文
科
師
学
研
究
所
や
文

摩
郡
で
修
摩
し
た
圏
内
の
み
な
ら
ず
海
外
の
研
究
者
を
含
む
九
九
名
が
数
え
ら

れ
、
日
本
の
清
史
研
究
者
の
相
常
部
分
を
網
縦
し
て
い
る
。
佐
伯
氏
が
「
現
在

皐
舎
で
活
躍
し
て
い
る
若
手
の
研
究
者
に
は
、
こ
の
研
究
班
で
鍛
え
ら
れ
た
人

が
多
い
」
と
い
わ
れ
る
以
上
に
、
各
地
に
赴
任
し
た
研
究
班
参
加
者
が
そ
れ
ぞ

れ
行
な
っ
た
『
稔
旨
』
の
講
談
や
研
究
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
研
究
班
の
孫
弟
子

が
育
成
さ
れ
た
事
も
考
え
る
と
、

『
稔
旨
』
研
究
班
が
現
在
の
清
史
研
究
に
輿

え
た
影
響
に
は
多
大
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

三

O
年
以
上
級
協
閉
し
た
研
究
班
の
直
銭
的
成
果
は
、
逐
次
、
『
東
洋
史
研

究
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
、
叉
、
同
誌
二

O
谷
ま
で
の
復
刻
、
或
い
は
安
部
、
宮

崎
、
佐
伯
氏
の
個
人
論
集
へ
の
再
録
に
よ
っ
て
康
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
し
か

し
、
従
来
、
分
載
さ
れ
て
い
た
論
文
が
ま
と
め
ら
れ
て
復
刻
さ
れ
る
と
共
に
、
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宮
崎
「
解
設
」
や
、
政
治
、
官
僚
、
脅
役
、
財
政
、
土
木
、
経
済
、
社
舎
、
軍

政
、
軍
事
、
思
想
、
人
物
篇
の
一
一
篇
を
更
に
九
四
課
題
に
分
け
た
安
部
「
薙

正
朝
史
研
究
計
輩
表
」
を
通
じ
て
の
、
研
究
班
の
壮
大
な
研
究
計
査
と
そ
の
足

跡
を
た
ど
り
な
が
ら
の
逼
讃
と
、
五
千
項
目
に
及
ぽ
ん
と
す
る
固
有
名
詞
、
事

項
を
含
む
「
索
引
」
で
の
検
索
が
可
能
に
な
っ
た
事
で
、
論
文
を
個
々
に
讃
む

の
と
は
異
な
る
結
果
が
得
ら
れ
て
、
本
書
の
復
刻
が
今
後
に
盆
す
る
事
は
多
大

で
あ
る
。

さ
て
、
本
宮一日枚録
の
一
二
名
の
手
に
な
る
二
四
論
文
は
「
或
者
は
こ
の
『
珠

批
論
旨
』
を
主
た
る
史
料
と
し
、
或
者
は
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
他
の
史
料
を

漁
り
、
好
む
と
こ
ろ
の
題
目
を
定
め
て
長
短
各
種
の
論
文
を
作
成
」
(
「
解
説
」
)

し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
多
様
な
論
題
で
あ
り
、
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文

が
長
年
に
わ
た
り
績
け
ら
れ
た
講
讃
の
共
同
成
果
と
し
て
作
成
さ
れ
た
最
終
的

に
は
一
一
一
高
枚
に
及
ぶ
と
い
う
『
議
旨
』
の
カ
l
ド
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
各
々
の
論
文
を
封
象
と
し
て
論
ず
る
事
は
、
八
旗
制
度
研
究
の
立
場
か

ら
清
史
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
筆
者
の
力
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
叉
、
こ
れ

ら
の
成
果
は
『
東
洋
史
研
究
』
誌
上
に
公
表
さ
れ
た
嘗
初
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

た
た
め
、
『
史
皐
雑
誌
』
「
回
顧
と
展
望
亡
な
ど
で
逐
次
、
紹
介
と
論
評
が
行

な
わ
れ
て
い
お
v

更
に
、
後
述
の
よ
う
に
「
議
旨
』
の
原
文
書
が
『
宮
中
檎
落

正
朝
奏
摺
』
〈
以
下
で
『
宮
中
楢
』
と
略
構
す
る
)
と
し
て
影
印
さ
れ
た
現

在
、
原
文
書
に
基
づ
く
精
微
な
研
究
が
可
能
と
な
っ
た
事
は
嘗
然
で
あ
り
、
三
一

O
年
以
前
の
状
況
を
無
視
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
結
果
を
個
別
に
論
評
す
る

事
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
た
筆
者
の
慾
意
的
な
見
解
を

記
し
て
書
-
評
の
責
を
ふ
さ
ぐ
事
を
寛
容
さ
れ
た
い
。
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『
議
出
回
』
研
究
班
護
足
の
契
機
に
つ
い
て

「
『
議
旨
』
解
題
」
に

さ
て
、

は
、
宮
崎
氏
が
『
東
華
録
』
を
讃
み
績
け
る
と
、
「
難
正
朝
に
及
ぶ
と
:
:
:
世

の
中
が
す
っ
か
り
改
ま
っ
た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
」
、
そ
の
原
因
は
薙
正
喬
一
の

個
性
に
あ
る
と
考
え
た
結
果
、
『
論
旨
』
を
捜
し
晶
画
て
、
同
様
の
見
解
の
安
部

氏
と
共
に
研
究
班
を
組
織
し
た
と
あ
る
。
即
ち
、
『
論
旨
』
研
究
は
、
雨
氏
の

個
人
的
歴
史
観
、
帯
地
正
時
代
を
一
つ
の
襲
革
期
と
捉
え
、
そ
の
繁
革
を
液
正
一帝

の
個
性
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
観
黙
か
ら
設
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
薙
正
時
代
研
究
と
は
い
っ
て
も
各
論
文
の
分
析
封
象
は
薙
正
一
帝
を
め
ぐ
る

諸
事
象
で
あ
り
、
そ
の
諸
事
象
は
、
ほ
ぼ
宮
崎
氏
の
四
論
文
中
に
言
及
さ
れ
て

い
る
の
で
、
以
下
に
宮
崎
氏
の
見
解
を
中
心
に
し
て
各
論
文
を
整
理
し
て
み
た

、
匂

「
『
論
旨
』
解
題
」
は
本
書
の
総
論
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
中
園

近
世
の
濁
裁
君
主
鐙
制
の
理
念
は
君
主
一
人
が
人
民
を
支
配
し
、
官
僚
は
そ
れ

を
補
助
す
る
「
最
も
停
導
力
に
富
ん
だ
電
線
」
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
と
皇
帝
と
官
僚
の
関
係
を
規
定
す
る
。
こ
の
理
念
の
寅
現
を
目
的
と
し

て
、
難
正
一
帝
は
線
督
、
巡
撫
、
布
政
使
、
按
察
使
、
道
員
か
ら
知
府
、
知
州
、

知
懸
に
及
ぶ
地
方
統
治
の
官
僚
鐙
系
が
「
私
的
国
結
」
と
「
封
建
的
な
上
下
関

係
」
と
な
る
事
を
防
ぐ
諸
政
策
を
展
開
し
、
そ
の
一
つ
が
喬
一
個
人
へ
の
奏
摺
の

提
出
と
そ
れ
に
帯
の
意
見
を
珠
批
で
示
す
「
奏
摺
制
度
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
通

じ
て
各
官
僚
を
個
々
に
統
制
し
た
と
す
る
。

官
僚
の
地
方
統
治
に
際
し
て
、
中
央
汲
遣
の
官
僚
は
少
数
で
あ
り
、
か
っ
、

赴
任
期
間
も
限
ら
れ
て
い
た
が
、
宮
崎
「
有
吏
」
は
、
赴
任
し
た
地
方
官
の
下

で
寅
務
に
嘗
た
っ
た
地
方
街
門
に
存
在
す
る
世
襲
的
な
、
そ
の
故
に
地
方
行
政

を
望
新
し
た
脅
吏
、
官
僚
の
私
的
顧
問
で
あ
る
幕
友
、
門
生
、

家
人
の
役
割
と

寅
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
叉
、
同
「
地
方
政
治
の
貧
状
」
は
、
『
論
旨
』

と
『
鹿
州
公
案
』
を
封
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
著
者
の
潮
州
府
普
寧
豚
、
潮
陽
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耐
榊
知
懸
で
あ
っ
た
産
鼎
元
の
経
験
と
い
う
頑
角
か
ら
、
租
税
の
徴
収
に
脅
吏
と

土
豪
が
結
託
し
て
反
抗
す
る
様
相
な
ど
を
通
じ
て
知
鯨
の
統
治
を
描
き
出
し
て

い
る
。
更
に
、
同
「
俸
工
銀
」
は
、
地
方
街
門
に
勤
務
す
る
脅
吏
と
街
役
を
解

説
し
な
が
ら
、
地
方
官
の
俸
銀
と
街
役
の
工
食
銀
を
強
制
的
に
政
府
に
摘
納
す

る
「
俸
工
銀
の
拘
掲
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
質
朕
と
そ
の
由
来
、
相
指
停
止
令

が
各
地
で
賀
行
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
、
佐
伯
「
民
荘
」
は
、

荷
吏
と
は
相
違
し
て
工
食
銀
を
支
給
さ
れ
た
街
役
の
起
源
を
明
代
に
遡
及
さ
せ

て
検
討
す
る
と
共
に
、
街
役
の
清
代
に
至
る
襲
濯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

雄
正
一帝
は
官
僚
が
私
的
に
幽
結
し
て
「
天
子
と
人
民
を
犠
牲
に
し
て
名
貨
を

粂
ね
牧
る
」
(
『
論
旨
』
解
題
」
〉
と
い
う
悪
習
を
排
斥
す
る
が
、
こ
の
悪
習
が

可
能
で
あ
っ
た
背
景
の
一
つ
に
、
地
方
街
門
の
運
営
費
が
園
家
財
政
か
ら
切
り

離
さ
れ
、
そ
れ
が
地
方
官
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
事
が
翠
げ
ら
れ
る
。
佐
伯

「
奏
鈴
制
度
」
は
、
官
僚
や
背
吏
に
よ
っ
て
園
家
財
政
が
侵
蝕
さ
れ
て
破
綻
す

る
事
を
防
ぐ
た
め
の
舎
計
検
査
の
機
構
で
あ
る
舎
考
府
の
設
立
と
駿
止
と
共

に
、
継
正
時
代
の
財
政
改
革
と
管
理
を
中
央
政
府
に
射
す
る
曾
計
報
告
制
度
で

あ
る
奏
鈎
制
度
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。
岩
見
「
公
費
」
は
、
こ
の
よ
う
な

地
方
街
門
運
営
費
の
貸
態
を
検
討
し
、
賦
税
に
射
し
て
付
加
し
た
耗
羨
、
俸
工

銀
の
摘
納
、
一
商
人
な
ど
か
ら
接
出
さ
れ
る
規
雄
銀
な
ど
が
公
費
の
財
源
で
あ
っ

た
事
を
明
ら
か
に
す
る
。
安
部
「
耗
羨
提
解
」
は
、
従
来
、
地
方
行
政
の
財
源

で
あ
る
と
同
時
に
「
州
係
官
の
私
物
硯
」
さ
れ
て
い
た
耗
羨
を
布
政
司
庫
に
解

迭
さ
せ
、
そ
れ
を
整
理
し
て
地
方
街
門
の
公
費
と
官
僚
の
養
廉
銀
に
支
出
す
る

事
と
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
岩
見
「
養
廉
銀
」
は
、
安
部
氏

が
提
示
し
た
耗
渓
提
解
の
一
一
一
類
型
に
基
づ
き
、
そ
れ
が
財
源
と
な
っ
た
養
廉
銀

の
支
給
方
法
と
の
関
係
に
検
討
を
加
え
る
。
以
上
の
諸
論
文
は
地
方
統
治
に
嘗

た
っ
た
官
僚
か
ら
脅
吏
に
至
る
寅
態
と
彼
ら
の
現
質
的
な
経
済
基
盤
で
あ
っ
た

悩
規
を
改
革
す
る
事
に
よ
り
、
園
家
(
皇
帝
〉
が
養
廉
銀
や
俸
工
銀
を
支
給
す

る
事
を
通
じ
て
、
彼
ら
を
園
家
の
統
制
下
に
位
置
さ
せ
よ
う
と
し
た
過
程
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

宋
代
以
後
の
官
僚
が
私
的
に
園
結
す
る
「
朋
黛
」
は
薙
正
一
帝
の
『
御
製
朋
篠

論
』
で
理
念
的
に
否
定
さ
れ
る
が
、
同
時
に
朋
黛
の
根
源
と
見
な
さ
れ
た
科
翠

官
僚
の
統
制
策
が
展
開
さ
れ
る
。
即
ち
、
小
野
川
「
大
義
究
迷
録
」
は
、

門昨日静

の
反
飢
の
動
機
に
は
薙
正
一
一
帝
即
位
に
と
も
な
う
宮
廷
内
部
の
黛
争
と
彼
ら
の
聞

で
流
さ
れ
た
帯
に
到
す
る
悪
評
が
あ
り
、
曾
静
事
件
は
黛
af強
墜
の

一
面
を
持

っ
て
い
た
と
す
る
。
叉
、
小
野
「
思
想
統
制
」
は
、
明
末
の
「
祉
」
か
ら
生
ま

れ
た
現
朕
へ
の
批
判
精
神
を
有
す
る
生
員
が
清
朝
支
配
の
強
化
と
共
に
弼
師
位
さ

れ
る
過
程
を
彼
ら
に
封
す
る
文
教
政
策
を
め
ぐ
り
考
察
し
て
い
る
。
更
に
、
荒

木
氏
の
一
連
の
論
文
は
科
壁
を
支
え
る
聞
学
校
と
数
育
制
度
を
封
象
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
荒
木
「
文
教
政
策
」
は
、
難
正
一
帝
の
腹
心
の
一
人
で
あ
っ
た
田
文
鏡

が
現
役
特
権
を
有
す
る
生
員
に
針
し
倦
役
を
割
り
嘗
て
、
生
員
は
罷
考
で
封
抗

し
た
が
、
結
局
、
彼
ら
は
厳
罰
に
庭
せ
ら
れ
た
事
、
同

「
直
省
数
回
学
」
は
、
利

怒
官
僚
排
撃
の
た
め
曾
試
に
落
第
し
た
隼
人
を
数
職
へ
任
用
す
る
と
共
に
、
組
年

臣
が
橡
備
験
看
を
行
な
っ
た
事
、
同
「
拳
臣
制
」
は
、
地
方
の
激
化
、
督
撫
の

糾
察
、
科
翠
試
験
の
寅
施
に
嘗
た
り
な
が
ら
生
員
と
師
生
の
関
係
を
生
じ
た
皐

臣
任
用
法
の
改
革
、
同
「
考
差
法
」
は
、
科
傘
出
身
者
を
嘗
て
て
い
た
郷
試
主

考
官
を
潅
正
帝
が
自
ら
選
抜
し
、
抽
銭
に
よ
っ
た
事
を
明
ら
か
に
す
る
。
な

お
、
横
山
「
観
風
整
俗
使
」
は
皐
臣
制
度
改
革
に
仲
っ
て
薙
正
時
代
に
の
み
設

置
さ
れ
た
「
観
風
整
俗
使
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
論
文
は
、

朋
黛
を
結
成
す
る
と
見
な
さ
れ
た
科
奉
官
僚
の
圏
堅
と
そ
の
恨
源
と
な
っ
た
地

方
教
育
制
度
の
改
革
を
検
討
し
た
も
の
と
い
い
得
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
本
書
牧
録
の
多
く
の
論
文
が
宮
崎
氏
の
提
起
す
る
濁
裁
君
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主
権
下
の
官
僚
統
制
を
主
題
と
し
て
、
そ
の
様
々
な
側
面
を
検
討
し
て
い
る
事

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
こ
こ
に
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
直
接
的
に
は
官

僚
統
制
を
主
題
と
せ
ぬ
諸
論
文
で
も
、
岩
見
「
民
欠
」
が
民
欠
の
原
因
と
し
て

「
官
侵
吏
蝕
」
を
上
げ
な
が
ら
肩
吏
の
中
間
搾
取
に
論
及
し
、
寺
田
「
賎
民
開

放
令
」
が
賎
民
の
開
放
が
「
天
子
の
下
に
お
い
て
は
、
首
円
民
は
卒
等
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」
と
の
「
統
治
理
念
の
反
映
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
薙
正
需
の
統
治
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
即

ち
、
宮
崎
氏
が
薙
正
脅
の
個
性
に
着
目
し
な
が
ら
薙
正
時
代
史
の
「
詳
細
な

断
面
闘
を
作
っ
て
、
そ
こ
か
ら
清
朝
史
乃
至
は
中
園
史
を
理
解
す
る
一
助
」

(「
『
論
旨
』
解
題
」
)
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
共
同
研
究
に
お
い
て
、
各

執
筆
者
が
氏
の
見
解
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
は
と
も
か
く
、
結
果
的
に
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
封
象
が
薙
正
需
を
め
ぐ
る
諸
事
象
で
あ
っ
た
事
は
疑
い
も
な

、U
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各
論
文
は
精
綴
な
寅
誼
に
よ
っ
て
多
様
な
事
寅
を
解
明
し
て
い
る
が
、
線
陸

と
し
て
務
正
需
を
め
く
る
諸
事
象
の
分
析
に
基
つ
い
た
薙
正
時
代
研
究
と
い
う

研
究
方
向
が
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
『
東
洋
史
研

究
』
第
一
八
各
の
特
集
に
封
し
て
、
重
田
徳
氏
が
「
か
つ
て
の
共
通
テ
l
マ
で

あ
っ
た
資
本
主
義
の
萌
芽
、
な
い
し
そ
れ
を
と
り
ま
く
歴
史
祉
曾
的
保
件
と
し

て
の
土
地
制
度
、
具
種
的
に
は
地
主
制
の
問
題
が
、
表
面
的
に
は
、
見
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
い
ま
、
:
:
:
『
東
洋
史
研
究
』
の
薙
正
時
代
史
特
集
が

な
か
っ
た
ら
こ
の
欄
は
極
め
て
寂
し
い
も
の
に
な
っ
た
ろ
う
」
と
し
な
が
ら

も
、
「
そ
の
一意闘
に
於
て
も
、
結
果
に
於
て
も
こ
の
時
代
の
研
究
全
陸
に
新
し

い
指
針
を
輿
え
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
だ
し
、
そ
れ
が
嘗
初
期
待
さ
れ
た
よ
う

に
、
全
鎧
と
し
て
薙
正
時
代
と
い
う
一
つ
の
時
代
像
を
浮
か
び
上
ら
せ
る
よ
う

な
試
み
」
は
な
さ
れ
ず
、
「
い
ま
の
と
こ
ろ
個
k
の
裁
断
面
の
か
な
り
ア
ト
ラ

ン
ダ
ム
な
排
列
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
」
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ

の
批
判
は
、
濁
裁
政
治
に
つ
い
て
「
議
論
(
理
論
)
は
貸
態
を
見
た
上
に
す
す

め
ら
れ
る
べ
き
で
」
(
宮
崎
『
権
正
一帝』
)
、
そ
の
質
例
と
し
て
薙
正
一帝
の
個
性

か
ら
薙
正
時
代
と
中
園
史
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
射
し
て
、
設
展
段
階

史
的
、
社
曾
構
造
論
的
な
立
場
か
ら
の
検
討
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
雨
者

の
分
析
親
黙
の
相
遠
か
ら
批
剣
は
擦
れ
違
い
に
終
わ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
近
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
多
く
の
清
史
研
究
は
地
域
社
舎
の
構
造
分
析
に

向
か
っ
て
い
る
が
、
中
央
権
力
と
地
域
社
舎
を
連
動
さ
せ
る
パ
イ
プ
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
知
豚
な
ど
の
下
級
官
僚
と
そ
の
下
に
位
置
し
た
脅
吏
の
役
割
に
つ
い

て
、
本
書
で
の
成
果
が
十
分
に
消
化
さ
れ
て
い
な
い
事
は
惜
し
ま
れ
る
。
こ
の

黙
で
は
、
官
僚
統
制
に
と
も
な
う
査
一
一
閏
な
政
策
の
施
行
方
針
に
刑
判
し
、
そ
れ

が
各
地
域
で
多
様
な
形
態
で
寅
施
さ
れ
て
い
く
現
寅
を
、
通
じ
て
、
清
朝
の
中
央

集
権
的
政
策
と
各
地
方
の
分
権
的
陸
制
と
い
う
中
央
と
地
方
、
或
い
は
中
央
集

権
的
権
力
と
共
同
健
的
自
立
性
と
の
針
抗
関
係
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現

在
、
筆
者
に
は
こ
の
問
題
を
展
望
す
る
力
は
な
い
の
で
、
中
央
集
権
問
健
制
の

成
立
そ
の
も
の
に
関
す
る
疑
問
を
以
下
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。

「
『
論
旨
』
解
題
」
で
は
、
清
朝
の
皇
帝
一
権
は
宗
室
と
禰
族
貴
族
暦
の
制
限

を
受
け
て
い
た
が
、
順
治
、
康
県
朝
を
経
て
皇
帝
濁
裁
制
へ
の
道
が
開
か
れ
、

そ
れ
を
完
成
し
た
の
が
潅
正
脅
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
八
旗
制

度
に
お
い
て
も
、
宗
室
、
満
族
貴
族
居
の
政
治
権
力
を
排
除
し
た
皇
帯
権
力
の

確
立
が
認
め
ら
れ
る
の
は
薙
正
時
代
で
あ
る
。
で
は
、
順
治
、
康
照
朝
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
宗
室
と
満
族
貴
族
居
の
権
力
と
朋
窯
を
結
成
す
る
漢
人
官
僚

と
の
聞
に
如
何
な
る
結
合
が
存
在
し
た
の
か
、
そ
の
結
合
が
存
在
し
た
と
す
る

な
ら
ば
、
落
正
一
帝
の
確
立
し
た
濁
裁
権
力
下
で
宗
室
と
満
族
貴
族
層
、
漢
人
官
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僚
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の

貼
、
清
朝
と
は
満
族
政
権
が
中
園
(
漢
族
杜
曾
)
を
支
配
し
た
も
の
で
あ
り
、

支
配
の
過
程
で
満
族
政
権
と
漢
族
枇
舎
は
相
互
に
鎚
質
し
な
が
ら
、
現
代
中
園

の
骨
格
を
形
成
し
た
と
す
る
筆
者
の
観
熱
か
ら
す
る
と
、
本
番
で
は
潅
正
脅
の

漢
人
統
制
を
詳
細
に
検
討
す
る
が
、
宗
室
と
渦
族
貴
族
層
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど

燭
れ
ら
れ
ず
、
清
朝
が
満
族
政
権
で
あ
っ
た
事
と
は
無
縁
の
よ
う
に
思
わ
れ
疑

問
が
残
る
。
叉
、
難
正
帯
個
人
の
手
に
な
る
濁
裁
君
主
権
の
確
立
に
関
連
し
て

は
、
そ
の
反
動
が
認
め
ら
れ
る
乾
隣
朝
前
半
期
の
政
治
を
ど
の
よ
う
に
把
鏡
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
、
本
書
で
検
討
さ
れ
て
い
る
事
象
に
つ
い
て
、
同
様

の
検
討
が
康
照
時
代
と
乾
隆
時
代
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
難
正
帯
の
改
革
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
が
探
り
得
、
疑
正
時
代

を
起
鈷
と
し
た
清
朝
史
研
究
の
深
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
研
究
班
の
存
在
蛍
時
と
現
在
と
の
欣
況
の
最
大
の
袋
化
は
、
『
稔

旨
』
の
原
文
書
の
一
部
が
『
宮
中
梢
』
と
し
て
公
開
、
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
『
稔
旨
』
が
嘗
時
の
奏
摺
の
一
一
一
分
の
一
程
度
を
編
纂
し
た
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
、
加
え
て
、
そ
の
編
纂
に
蛍
た
っ
て
奏
摺
の
文
書
が
書
き
改
め
ら

れ
て
い
る
事
は
、
統
に
佐
伯
氏
を
始
め
、
場
略
樵
、
紳
田
信
夫
氏
な
ど
に
よ
り

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
『
論
旨
』
の
編
纂
が
科
甲
出
身
官
僚
か
ら
の
反
授
に

到
底
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
「
『
稔
旨
』
解
題
」
)
以
上
、『
稔

旨
』
が
漉
正
-帝
一
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
奏
抱
の
集
成
で
あ
る
事
は
嘗
然
で
、
こ

の
貼
、
『
論
旨
』
に
な
い
奏
摺
を
『
宮
中
楢
』
に
求
め
る
事
、
『
論
旨
』
の
奏

摺
に
つ
い
て
も
『
宮
中
指
』
を
参
照
す
る
事
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
原
文
書
の
公
開
に
よ
っ
て
『
論
旨
』
の
債
値
は
減
じ
た
も
の
で

は
な
い
。
即
ち
、
『
稔
旨
』
は
編
纂
さ
れ
た
が
故
に
、
薙
正
時
代
の
政
治
理
念

を
最
も
よ
く
俸
え
る
も
の
と
見
な
し
得
る
の
で
、
そ
の
面
で
潅
正
朝
研
究
の
第

一
の
史
料
で
あ
る
事
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
叉
、
『
宮
中
指
』
に
枚
録
さ
れ
た

こ
蔦
三
千
件
の
他
、
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
に
も
奏
摺
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と

同
時
に
、
同
館
に
は
そ
れ
の
数
倍
と
い
う
奏
抱
を
補
完
す
る
に
足
り
る
原
文
書

の
存
在
が
刷
用
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
量
な
原
文
書
を
附
設
す
る
事
は

不
可
能
で
あ
り
、
例
え
閥
讃
し
得
た
と
し
て
も
、
各
文
書
の
惇
え
る
事
貨
は
あ

ま
り
に
も
多
様
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
綴
正
時
代
と
い
う
時
代
的
特
徴
を
導
き
出

す
検
討
は
不
可
能
に
近
い
。
編
纂
さ
れ
た
事
情
を
念
頭
に
置
く
限
り
、
『
論

旨
』
は
凝
正
時
代
を
線
健
的
に
把
握
す
る
好
個
の
史
料
で
あ
り
、
叉
、
『
議

旨』

の
研
究
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
薙
正
時
代
の
研
究
』
と
し
て

集
約
出
来
る
本
書
の
諸
成
果
を
得
ら
れ
た
と
も
い
い
得
ょ
う。

た
だ
、

三
官
日
』
に
基
づ
く
研
究
で
最
も
問
題
と
な
る
事
は
『
論
旨
』
に
満

文
奏
摺
が
含
ま
れ
て
い
な
い
黙
で
あ
る
。
宮
崎
氏
は
潅
正
時
代
で
は
満
洲
語
が

一
般
の
通
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
乾
隆
時
代
に
入
り
逆
縛
し
た
事
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
で
、
満
人
官
僚
を
中
心
に
使
用
さ
れ
た
涌
文
文
献
の
存
在
を
念
頭
に

お
か
れ
て
い
た
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
省
時
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

多
量
の
尚
文
奏
摺
の
存
在
は
体
わ
ら
ず
、
『
議
旨
』
と
併
照
し
た
検
討
が
不
可

能
で
あ
っ
た
事
は
や
む
を
得
な
い
。
『
宮
中
檎
』
に
牧
録
さ
れ
た
も
の
に
限
っ

て
も
多
量
の
満
漢
合
壁
或
い
は
減
文
の
み
の
奏
閣
が
参
照
し
得
る
現
在
、
満
文

奏
摺
を
含
め
た
検
討
が
要
求
さ
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

若
干
の
検
討
か
ら
の

推
定
に
過
ぎ
な
い
が
、
皇
帝
一
を
中
心
と
す
る
宗
室
と
浦
族
貴
族
の
手
で
の
み
決

定
し
漢
人
官
僚
に
知
ら
れ
た
く
な
い
事
に
つ
い
て
は
満
文
奏
摺
で
庭
理
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
薙
正
喬
一
を
悩
ま
せ
綾
け
た
宗
室
の
ス
ヌ
(
蘇

努
)
が
薙
正
二
年
一
一
月
一
九
日
申
時
に
死
亡
し
た
事
を
報
じ
た
マ

ン
ド
ク
フ

ウ

(
満
都
諮
〉
の
上
奏
と
こ
れ
に
封
す
る

「
ス
ヌ
の
屍
鐙
を
ど
の
よ
う
に
鹿
理

-184ー



す
る
か
、
ス
ヌ
の
駐
防
し
て
い
る
子
供
、
ス
ヌ
に
従
い
右
衛
に
い
る
子
供
と
孫

を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
マ
ン
ド
ク
フ
ゥ
が
童
心
議
奏
す
る
が
よ
い
。
宗

人
府
に
知
ら
せ
よ
」

令
官
中
楢
』
第
三

O
斡
、
三
二
、
二
頁
)
と
い
う
薙

正
一
帝
の
珠
批
が
、
共
に
満
文
で
慮
理
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
現
れ
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
、
今
後
の
薙
正
時
代
研
究
に
は
『
議
旨
』
に
な
い
満
文
奏
摺
の
積
極

的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
利
用
の
方
法
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
が
、
『
宮
中
楢
』
が
上
奏
年
月

日
順
で
あ
る
の
に
謝
し
て
、
『
論
旨
』
は
上
奏
者
別
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
編

纂
方
法
が
相
違
す
る
雨
者
を
併
照
す
る
事
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紋
を
補
完
し
得
る

事
も
指
摘
出
来
る
。
加
え
て
、
『
宮
中
楢
』
を
利
用
し
た
者
は
、
そ
こ
に
縮
小

影
印
さ
れ
て
い
る
草
書
佳
に
近
い
珠
批
の
解
讃
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
活
字

化
さ
れ
た

主
雪
国
』

を
参
照
し
な
が
ら
解
讃
し
た
経
験
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
『
宮
中
楢
』
利
用
の
上
か
ら
も
『
議
旨
』
の
存
在
は
大
漢
に
便
利

で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
た
め
に
新
た
に
作
成
さ
れ
た
詳
細
な
「
索
引
」

は
、
難
解
な
奏
摺
原
文
書
を
讃
む
た
め
の
語
嚢
僻
典
と
し
て
も
極
め
て
有
盆
で

あ
る
事
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。
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こ
の
た
び
の
本
垂
直
復
刻
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
い
の
で
、
い
か
な
る
方

針
で
行
な
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

て
二
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
は

参
照
頁
数
の
表
記
で
あ
る
。
創
ち
、
『
東
洋
史
研
究
』
一
五
巻
掲
載
の
論
文
は

本
書
の
頁
数
と
同
じ
で
あ
る
が
、
他
の
一
六
巻
、
一
八
巻
、
二
二
巻
で
は
本
書

と
頁
数
が
相
違
す
る
。

そ
の
た
め
、
「
実
引
」
に
は
本
書
の
頁
数
を
『
東
洋
史

研
究
』
の
各
競
の
頁
数
に
換
算
す
る
方
法
が
一
示
さ
れ
、
「
何
頁
参
照
」
が
多
用

さ
れ
て
い
る
安
部
「
耗
羨
提
解
」
で
は
、
原
載
の
指
示
頁
数
が
本
書
の
一
該
嘗
頁

教
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
訂
正
さ
れ
た
箇
所
と
原
裁
頁
数
の
ま
ま

の
部
分
が
混
在
し
て
お
り
、
混
飢
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
三
八
二
頁
中

の
三
箇
所
の
指
示
の
う
ち
、
「
京
官
の
い
わ
ゆ
る
『
公
費
』
三
六
五
頁
ど

は
原
誠
頁
歎
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
本
書
の
三
七
九
頁
に
首
た
る
。

一
方
、
「
『公

費
』
の
出
庭
が
あ
っ
た
(
一
一
一
七
一
頁
ど
と
「
外
官
の
柴
薪
(
三
七
九
頁
ど

は
、
原
裁
を
訂
正
し
た
本
書
の
一
該
嘗
頁
歎
で
あ
る
。
更
に
、
三
三
七
頁
の
「
全

然
な
か
っ
た
誇
で
は
な
い
ら
し
い
け
れ
ど
も
(
後
文
三
七
七
頁
ど
は
、
原
裁

の
指
示
に
従
う
と
本
書
で
は
三
五

O
頁
に
該
蛍
す
る
も
の
で
、
訂
正
の
誤
り
で

あ
る
。
以
上
を
含
め
て
、
筆
者
が
気
付
い
た
原
載
頁
数
が
訂
正
さ
れ
て
い
な
い

箇
所
を
「
表
」
に
示
し
て
後
に
掲
げ
て
お
く
。
な
お
、
「
註
」
に
あ
る
指
示
で

換
算
が
必
要
な
も
の
を
指
摘
す
る
と
、
荒
木
「
文
教
政
策
」
註
五
二
「
頁
四
五

八
、
頁
四
六
二
」
は
一
五
巻
の
通
巻
の
頁
教
で
あ
り
換
算
は
不
可
能
で
あ
り
、

本
書
の
九
四
、
九
八
頁
に
相
嘗
し
、
岩
見
「
養
廉
銀
」
註
七
「
一
九
六
頁
」

は
本
書
の
四
一

O
頁
に
、
註
八
「
一
一
一
一
頁
以
下
、
こ
と
に
二
二
八
頁
の
表」

は
本
書
の
四
二
五
、
四
四
二
頁
に
、
註
四
二
「
一
九

O
頁
」
は
本
書
の
四

O
五

頁
に
一
該
骨
曲
す
る
。

そ
の
こ
は
論
文
の
訂
正
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
卸
ち
、

安
部
「
米
穀
需

給
」
に
つ
い
て
、

「耗
羨
提
解
」
に
「
正
誤
表
」
を
添
附
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
事
を
説
明
せ
ず
に
、
「
正
誤
表
」
に
よ
っ
て
「
米
穀
需
給
」

を
訂
正
す
る
と

共
に
「
正
誤
表
」
を
削
除
し
て
い
る
。
一
方
、
「
耗
羨
提
解
」
に
は
「
補
訂
」

が
あ
り
、
補
訂
一
で
は
「
米
穀
需
給
」
中
で
「
熟
米
」
を
「
だ
っ
こ
く
ま
い
」

と
讃
ん
だ
の
は
「
っ
き
ご
め
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
本
替
は

「正
誤
表
」
に
従
い
「
熟
米
」
の

ル
ピ
を
「
っ
き
ご
め
」
と
訂
正
し
た
た
め
、

補
訂
一
一
の
封
象
が
消
滅
し
て
し
ま
い
、
そ
の
記
述
の
意
園
を
不
明
瞭
な
も
の
に

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
で
の
補
訂
作
業
の
一
部
は
、
設

明
が
全
く
な
い
の
で
、
か
え
っ
て
譲
者
の
理
解
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
い
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得
る
。

な
お
、
本
書
所
牧
の
諸
論
文
の
内
、
安
部
論
文
は
『
清
代
史
の
研
究
』
に
、

宮
崎
論
文
は
『
宮
崎
市
定
ア
ジ
ア
史
論
考
下
巻
』
に
、
佐
伯
論
文
は
『
中
園
史

研
究
第
て
第
二
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
再
録
に
際
し
て
は
、
い

ず
れ
も
執
筆
者
、
編
集
者
に
よ

っ
て
補
訂
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
宮
崎

「
『
論
旨
』
解川必一

に
お
い
て
は

「
宣
忠
生
の
者」

の
部
分
が

「
鏡
旬
宣
の
著
」

に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
又
、
佐
伯

「
日
清
民
易
」
の
「
字
寄
」
(
「索
引
」
に

二
七
一

一只
と
あ
る
の
は
、
二
七
二
頁
の
誤
り
)
、
同

「
、
通
貨
問
題
」
の
「
牙

用
L

、
同
「
奏
鈎
制
度
」
の

「
題
結
(
題
奏
結
案
)
」
と
「
経
徴
督
徴
各
官
」
な

ど
に
封
し
て
は
有
用
な
補
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
こ
れ
ら
の
訂
正
や

補
注
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
前
掲
書
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
稔
旨
』
を
利
用
し
た
大
多
数
の
人
は
上
奏
者
索
引
の
必
要
性
を
感
じ
た
で

あ
ろ
う
が
、
本
書
に
「
上
疏
者
名
索
引
」
が
附
さ
れ
た
事
は
大
祭
便
利
で
あ

る
。
こ
れ
に
も
全
く
説
明
が
な
い
が
、

『払棚
田日
』
の
上
奏
者
名
を
カ
ナ
表
記
し

て
カ
ナ
の
五
十
音
順
に
並
べ
、
各
人
の
上
奏
文
の

「
坊
刻
本
」
、
「
殿
版
」
、
「
石

印
本
」
の
三
種
類
の
版
本
の
一該首
箇
所
を

「
函
」
(
秩
)
と
「
加
数
」
で
表
示

し
て
い
る
。
殿
版
を
例
に
す
る
と
、
冒
頭
の
「
ア
ク
ト
ン
/
阿
克
敦
/
十
五
・

四
」
は
、
阿
克
敦
の
上
奏
が
『
一
論
旨
』
第
一
五
函
第
四
加
に
あ
る
事
を
示
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
「
上
疏
者
名
索
引
」
中
に
も
以
下
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
は
単
純

な
校
正
の
誤
り
で
、
七
四
頁
左
欄
二
三
行
に
あ
る

「
ソ
I
イ
ン
/
口
笥
」
の
項

目
で
は
「
宋
筒
」
の
「
宋
」
字
が
脱
落
し
て
い
る
。

そ
の
こ
は
『
論
旨
』
目
録
に
よ
る
上
奏
者
は
二
二
三
名
で
あ
る
が
、

「
上
疏

者
名
索
引
」
に
は
二
二
四
人
が
枚
め
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
同

一
人
物
の
金
鉄
と
郭
鉄
が

「
カ
ク
コ
l
/
郭
鉄
」
と
「
キ
ン
コ

l
/
金
鉄
」

の

二
項
目
で
採
録
さ
れ
て
い
る
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
郭
鉄
は
『
清
史
稿
』
巻

二
九
二
「
金
鉄
博
」
の
よ
う
に
通
常
は
金
鉄
と
一
亦
さ
れ
、
『
払
撤
回
目
』
の
目
録
で
も

「
金
鉄
」
と
あ
る
が
、
『
議
旨
』
の
上
奏
文
や
『
宮
中
楢
』
で
は
「
康
西
布
政
使

郭
鉄
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
同
一
人
物
に
金
鉄
、
郭
鉄
の
二
名
が
あ
る

の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

「
上
疏
者
名
索
引
」
が
二
二
四
名
で
あ
る
の
は
以
上

の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
一
人
物
の
別
名
で
は

「
シ
ャ
メ
イ
/

謝
明
(
愛
)
」
の
項
目
が
あ
る
が
、
謝
明
は
『
論
旨
』
の
目
録
と
本
文
、

『
宮
中

楢
』
で
全
て
謝
長
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
彼
の
上
奏
を
引
用
す
る
安
部
論
文
で

も
謝
妄
と
し
て
い
る
以
上
、

「シ

ャ
メ
イ
/
謝
明
(
憂
)
」
の
項
目
で
保
録
す

る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
連
名
の
奏
摺
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
赫

碩
色
は
夏
之
芳
と
連
名
で
上
奏
し
て
い
る
が
、

「
上
疏
者
名
索
引
」
で
は
赫
碩

色
が
採
録
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

『
稔
旨
』
の
各
上
奏
者
の
第

一
葉
に
は

「
珠
批
赫
碩
色
稔
己
回
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
や
む
を
得
な
い
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
奏
倒
閣
が
本
来
的
に
は
個
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
連
名
の
奏
摺
に
は
そ
れ
な
り
の
一意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
勲
に
全

く
鮒
れ
な
い

「
上
疏
者
名
索
引
」
の
作
成
に
は
疑
問
が
あ
る
。

そ
の
三
は
上
奏
者
名
の
カ
ナ
表
記
の
問
題
で
あ
る
。
創
ち
、

「
ア
タ
ト
ン
/

阿
克
敦
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
満
洲
人
は
満
文
一
音
で
表
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
寅
際
に
は
漢
字
一
音
表
記
と
満
文
一音
表
記
が
混
同
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
「
ト
ク
メ
イ
/
徳
明
」
に
つ
い
て
は
、
彼
は
満
洲
銀
賞
旗
人

で
あ
り
、
満
文
『
八
旗
通
志
初
集
』
を
一
八
五
「
徳
明
臨
時
」
で
は
「
骨
ヨ
ロ
同
」

と
あ
る
か
ら
、
「
デ
ミ

ン
グ
」
と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
。
「
シ
ョ

l
ホ
/
鏡

保
」
」

E
Z
。、

「
チ
シ
ベ
ン
/
積
善
」
」
ぉ
目
、

「
ホ
シ
霊
セ
/
赫
碩
色
」

u
r
o
w
O
B
も
同
様
で
、

「
ト
l
キ
チ
ト
/
冬
吉
闘
」
は
『
宮
中
橋
』
術
文
奏

摺
で
は
「
岬
E
E
E
」
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、

「
タ
イ
オ
ン
ホ
/
戴
一一音保」
、
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「
ホ
シ
ャ
ン
エ
/
赫
勝
額
」
、
「
チ
ャ
ラ
ン
ア
/
査
部
阿
」
、
「
シ
ャ
ン
チ
フ
/
鵡

溌
布
」
な
ど
が
満
洲
旗
人
と
推
定
さ
れ、

今
後
の
検
討
を
要
し
よ
う
。
な
お
、

満
文
草
日
の
漢
字
表
記
で
の
通
例
で
は
、

「
阿
」
と
「
額
」
は
語
頭
で

「
印
」
と

「
O

」
で
あ
っ
て
も
、
語
尾
で
は
共
に

「
町
官
」

音
を
示
す
の
で
、
前
引
の

「
チ
ャ
ラ
ン
ア
」
と
「
ホ
シ
ャ
ン
エ
」
は
一
人
名
中
で
浦
、
漢
雨
一
Z

目
ー
を
混
用
し

て
い
る
。
一
方
、
漢
軍
旗
人
と
漢
人
は
概
ね
漢
字
一
音
表
記
の
よ
う
で
あ
る
が
、

『
欽
定
八
旗
通
志
』
各

一
九
九
「
石
腫
喰
停
」
に
よ
り
、
漢
軍
正
白
旗
人
で
あ

る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
石
膿
喰
が
「
シ
リ
ハ
/
石
纏
恰
」
と
満
文
音
表
記
さ
れ

て
お
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

『
論
旨
』
で
は
上
奏
者
に
つ
い
て
嘗
時
の
官
職
名
の
み
が
記
さ
れ
、
彼
ら
が

旗
人
か
否
か
は
各
人
の
経
歴
を
検
討
し
な
け
れ
ば
確
定
し
得
な
い
。
叉
、
旗
人

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
満
文
一
音
を
簡
単
に
知
り
得
る
も
の
は
、

『
八
旗
通

志
列
俸
索
引
』
の
『
八
旗
通
志
初
集
』

部
分
の
み
で
あ
り
、
『
論
旨
』
の
上
奏

者
を
厳
密
に
分
類
し
て
原
王
国
に
従
い
表
記
す
る
事
は
困
難
で
あ
り
、
慣
例
的
な

表
記
を
カ
ナ
で
示
し
た
事
は
や
む
を
得
な
い
と
も
言
え

る
。
し
か
し
、
本
文

「
索
引
」
で
「
上
疏
者
名
索
引
」
の
「
オ
ル
タ
イ
/
那
爾
泰
」
は
漢
字
一
品
目
表
記

の
「
ガ
タ
」
で
採
録
し
て
い
る
た
め
、
雨
者
の
閲
で
織
索
方
法
が
一
致
し
な
い

結
果
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
「
上
疏
者
名
索
引
」
も
漢
字
一
耳
目
表
記
に
統

一
し
て
欲
し
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
論
旨
』
の
利
用
に
盆
す
る
た
め
に
附
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
「
上
疏
者
名
索
引
」
に
つ
い
て
、
説
明
が
全
く
な
い
事
か
ら
敢

え
て
二
、

三
附
言
し
た
次
第
で
あ
る
。
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以
上
、
長
年
の
蓄
積
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
「
潅
正
時
代
の
研
究
』
に
、
改
め

て
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
筆
者
の
感
想
を
最
後
に
筆
を
置
き

た
し

註ハ
1
)

例
え
ば
、
清
朝
史
研
究
の
概
要
に
つ
い
て
、
北
村
氏
は

「
奏
揺
と
も

関
連
し
て
、
研
究
の
か
な
り
の
部
分
が
、
:
:
:
薙
正
時
代
に
集
中
し
て

い
る
の
が
ま
た
戦
後
研
究
の
特
徴
で
あ
る
」
〈
北
村
敬
直
『
ア
ジ
ア
歴

史
研
究
入
門
一
』
「
凋
清
」
「
研
究
史
の
概
要
」
〉
と
指
摘
し
て
い
る

が
、
同
様
に
研
究
史
の
整
理
を
行
な
っ
た
筆
者
(
『
中
園
史
研
究
入
門

下
』
「

W
清
代
」
「
政
治
過
程
」
)
も
全
く
同
感
で
あ
る
。
『
論
旨
』

研
究
の
直
接
的
、
閲
接
的
な
影
響
が
潅
正
朝
に
研
究
の
集
中
す
る
結
果

と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

2

)

『
東
洋
史
研
究
』
一
五
巻
四
鋭
の
特
集
を
鶴
見
向
弘
、

安
野
省
三
氏

が
『
史
皐
雑
誌
』
六
七
巻
五
鋭
に
、
二
ハ
巻
四
践
を
小
山
正
明
氏
が
六

八
巻
五
鋭
に
、
一

八
巻
三
放
を
重
田
徳
氏
が
六
九
巻
五
放
に
、
二
二
巻

三
鋭
を
中
山
八
郎
氏
が
七
三
径
五
放
に
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
、
論
評
し
て

い
る
。

(

3

)

こ
の
勲
、
『
論
旨
』
研
究
の
契
機
を
一万
す
も
の
と
し
て
、

『
東
洋
史

研
究
』
「
特
集
薙
正
時
代
史
研
究
」
鋭
以
前
に
公
表
さ
れ
た
宮
崎
市
定

「
清
朝
に
お
け
る
園
語
問
題
の
一
函
」
(
『
東
方
史
論
叢
第
一
』
、
後
に

『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
一二
』
牧
鋒
)
や
同
『
務
正
脅
』
(
岩
波
新
書
、
後

に
『
ア
ジ
ア
史
論
考
下
巻
』
牧
録
)
を
併
設
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

4

)

『
史
皐
雑
誌
』
六
九
径
五
競
参
照
。
な
お
、
近
年
で
は
、
明
清
の
集

権
的
官
僚
制
の
寅
態
は
脅
吏
政
治
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
地
域
共
同
箆

の
中
に
脅
吏
を
位
置
付
け
る
試
み
が
川
勝
守
「
明

・
清
忍
円
吏
政
治
と
民

衆
」
(
『
元
明
清
期
に
お
け
る
園
家

4
叉
配
。
と
民
阜
県
像
の
再
検
討
』
)

に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
事
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
5
〉
豪
北
・
故
宮
博
物
院
厳
の
奏
摺
は
同
院
か
ら
漢
文
奏
摺
二
七
加
と
滴
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文
奏
摘
五
m山
の
『
宮
中
楢
潅
正
朝
奏
摺
』
と
し
て
影
印
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
佐
伯
「
は
し
が
き
」
が
『
同
書
』
を
三
四
加
と
す
る
の
は
一一一一

一

加
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(

6

)

佐
伯
富

「
『薙
正
珠
批
論
旨
』
の
原
文
書
に
つ
い
て
」
〈
『
中
園
史
研

究
第
一
二
』
所
収
)
、
国
防
防省樵

「
清
世
宗
銀
改
珠
批
」
(
『
明
清
史
扶
奥
」

所
牧
)
、
同
『
潅
正
脅
一
及
其
密
摺
制
度
研
究
』
、
紳
田
信
夫
「
雨
庚
総
督

楊
琳
の
奏
摺
に
つ
い
て
」
(
『
論
集
近
代
中
図
研
究
』
所
牧
〉
な
ど
参

照
。
な
お
、
湯
『
潅
正
一
帝
及
其
密
摺
制
度
研
究
』
の
附
録
で
あ
る
「
刊

本
『
務
正
珠
批
議
ロ
日
』
提
奏
人
索
引
」
は
後
述
の
本
書
の
「
上
疏
者
名

索
引
」
と
相
補
う
便
利
な
も
の
で
あ
る
。

(

7

)

同
館
編
者
『
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
館
磁
槌
案
概
述
』
参
照
。
叉
、

朱
金
甫
「
清
代
奏
折
制
度
考
源
及
其
他
」
(
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一

九
八
六
年
二
期
〉
が
同
館
臓
の
奏
摺
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

一
九
八
六
年
三
月
京
都
同
朋
含

A
5
版
九
二
八
頁

一
八
O
O
O困

〔表〕

75P → 289 P 

208P → 422 P 

141P→ 355 P 

116P → 330 P 
122P → 336 P 

117P → 331 P 

111P → 325 P 

377P → 350 P 

212P→ 426 P 

146P → 360 P 

134P→ 348 P 

157 P→ 371 P 

165 P→ 379 P 

111-3 P→ 325-7 P 

131P→ 345 P 

204p → 418P 

199 P→ 413 P 

222 P → 436 P 

206 P→ 420 P 

301 P 

323 P 

325 P 

332 P 
向上

334P 

335 P 

337P 

338P 

365 P 

370P 

376 P 

382P 

384P 

394P 

406 P 

416 P 

418P 

462P 

〈追
記
〉
脱
稿
後
に
小
野
和
子
「
寝
泊
正
珠
批
議
旨
索
引
稿
に
つ
い
て
」
〈
『
東
洋

史
研
究
』
四
五

l
一ニ
)
が
公
表
さ
れ
、
研
究
舎
の
そ
の
後
の
『
稔
旨
』

索
引
の
整
理
と
索
引
複
篤
本
が
東
洋
文
庫
等
の
諸
機
関
に
寄
附
附
さ
れ
た

事
を
俸
え
て
い
る
。
複
四
時
と
は
い
え
長
年
の
成
果
で
あ
る
索
引
が
利
用

し
易
く
な
っ
た
事
は
今
後
の
清
史
研
究
の
進
展
に
多
大
の
寄
輿
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
。
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